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改正前の著作権法第35条の読み方
（
学
校
そ
の
他
の
教
育
機
関
に
お
け
る
複
製
等
）

第
三
十
五
条

学
校
そ
の
他
の
教
育
機
関
（
営
利
を
目
的
と

し
て
設
置
さ
れ
て
い
る
も
の
を
除
く
。
）
に
お
い
て
教
育

を
担
任
す
る
者
及
び
授
業
を
受
け
る
者
は
、
そ
の
授
業
の

過
程
に
お
け
る
使
用
に
供
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
場
合

に
は
、
必
要
と
認
め
ら
れ
る
限
度
に
お
い
て
、
公
表
さ
れ

た
著
作
物
を
複
製
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
当
該

著
作
物
の
種
類
及
び
用
途
並
び
に
そ
の
複
製
の
部
数
及
び

態
様
に
照
ら
し
著
作
権
者
の
利
益
を
不
当
に
害
す
る
こ
と

と
な
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

２

公
表
さ
れ
た
著
作
物
に
つ
い
て
は
、
前
項
の
教
育
機
関

に
お
け
る
授
業
の
過
程
に
お
い
て
、
当
該
授
業
を
直
接
受

け
る
者
に
対
し
て
当
該
著
作
物
を
そ
の
原
作
品
若
し
く
は

複
製
物
を
提
供
し
、
若
し
く
は
提
示
し
て
利
用
す
る
場
合

又
は
当
該
著
作
物
を
第
三
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

上
演
し
、
演
奏
し
、
上
映
し
、
若
し
く
は
口
述
し
て
利
用

す
る
場
合
に
は
，
当
該
授
業
が
行
わ
れ
る
場
所
以
外
の
場

所
に
お
い
て
当
該
授
業
を
同
時
に
受
け
る
者
に
対
し
て
公

衆
送
信
（
自
動
公
衆
送
信
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
送
信
可

能
化
を
含
む
。
）
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
当

該
著
作
物
の
種
類
及
び
用
途
並
び
に
当
該
公
衆
送
信
の
態

様
に
照
ら
し
著
作
権
者
の
利
益
を
不
当
に
害
す
る
こ
と
と

な
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

法的主体

実際の行為の
主体

目的

許容範囲

対象となる
著作物

歯止め規定

許される行為

発信者側でも授
業が行われてい
ること

隔地への送信で
あること

同時遠隔授業で
あること

歯止め規定

許される行為
（公衆送信）



平成30年改正著作権法第35条
（
学
校
そ
の
他
の
教
育
機
関
に
お
け
る
複
製
等
）

第
三
十
五
条

学
校
そ
の
他
の
教
育
機
関
（
営
利
を
目
的
と

し
て
設
置
さ
れ
て
い
る
も
の
を
除
く
。
）
に
お
い
て
教
育

を
担
任
す
る
者
及
び
授
業
を
受
け
る
者
は
、
そ
の
授
業
の

過
程
に
お
け
る
利
用
に
供
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
場
合

に
は
、
そ
の
必
要
と
認
め
ら
れ
る
限
度
に
お
い
て
、
公
表

さ
れ
た
著
作
物
を
複
製
し
、
若
し
く
は
公
衆
送
信
（
自
動

公
衆
送
信
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
送
信
可
能
化
を
含
む
。

以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
行
い
、
又
は
公
表
さ

れ
た
著
作
物
で
あ
っ
て
公
衆
送
信
さ
れ
る
も
の
を
受
信
装

置
を
用
い
て
公
に
伝
達
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、

当
該
著
作
物
の
種
類
及
び
用
途
並
び
に
当
該
複
製
の
部
数

及
び
当
該
複
製
、
公
衆
送
信
又
は
伝
達
の
態
様
に
照
ら
し

著
作
権
者
の
利
益
を
不
当
に
害
す
る
こ
と
と
な
る
場
合
は
、

こ
の
限
り
で
な
い
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
り
公
衆
送
信
を
行
う
場
合
に
は
、
同

項
の
教
育
機
関
を
設
置
す
る
者
は
、
相
当
な
額
の
補
償
金

を
著
作
権
者
に
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

前
項
の
規
定
は
、
公
表
さ
れ
た
著
作
物
に
つ
い
て
、
第

一
項
の
教
育
機
関
に
お
け
る
授
業
の
過
程
に
お
い
て
、
当

該
授
業
を
直
接
受
け
る
者
に
対
し
て
当
該
著
作
物
を
そ
の

原
作
品
若
し
く
は
複
製
物
を
提
供
し
、
若
し
く
は
提
示
し

て
利
用
す
る
場
合
又
は
当
該
著
作
物
を
第
三
十
八
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
上
演
し
、
演
奏
し
、
上
映
し
、
若
し
く

は
口
述
し
て
利
用
す
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
授
業
が
行

わ
れ
る
場
所
以
外
の
場
所
に
お
い
て
当
該
授
業
を
同
時
に

受
け
る
者
に
対
し
て
公
衆
送
信
を
行
う
と
き
に
は
、
適
用

し
な
い
。

従来の35条1項，2項を統合整理し，授業の
ための複製，公衆送信，公の伝達について
は許諾不要とした。

「補償金制度」
の創設

従来から無許
諾・無償で行
うことができ
た範囲の公衆
送信について
は，補償金の
支払いが不要
とした。



授
業
目
的
で
の
利
用

授
業
目
的
以
外
の
利
用

複製・譲渡 公衆送信・公の伝達
対面・遠隔授
業での送信

左記以外の送信 公の伝達

著
作
権
者
の
利
益
を
不
当
に
害
す
る
場
合

要許諾

要許諾

要許諾
要許諾 要許諾 要許諾

ただし，引用（32条），非営利・無料の演奏等（38条）等の規定に該当して許諾不要なものもある

改正第35条

無許諾・無償 無許諾・無償 無許諾・有償

補
償
金
を
受
け
る
権
利

を
協
会
が
管
理

無許諾・無償

非営利目的の教育機関における利用



非営利目的の教育機関における利用

複製・譲渡
授
業
目
的
で
の
利
用

授
業
目
的
以
外
の
利
用

公衆送信・公の伝達
対面・遠隔授
業での送信

左記以外の送信 公の伝達

著
作
権
者
の
利
益
を
不
当
に
害
す
る
場
合

改正第35条

無許諾・無償 無許諾・無償 無許諾・有償

補
償
金
を
受
け
る
権
利

を
協
会
が
管
理要許諾

要許諾

要許諾
要許諾 要許諾 要許諾

ただし，引用（32条），非営利・無料の演奏等（38条）等の規定に該当して許諾不要なものもある

無許諾・無償

教科書の記述や授業中の解説に関
連のある時事の事件を報道した特
定の新聞記事のコピーを受講者に
配付する

児童生徒学生の調べ学習の成果で
著作物が用いられたものを他の児
童生徒学生に配付する

学校間連携協定を結んだA校とB校と
の間で，A校の受講者に提示された著
作物を，インターネットを通じて同
時にB校の教室の大画面で視聴させた
り個々の受講者の端末装置で参照で
きるように送信する

著作物が受講者に提示されて行われたA校
の授業を収録し，その模様を後日，B校の
教室の大画面で視聴させたり個々の受講者
の端末装置で参照できるように送信する

A校での授業を行うに当たり，同授業の受
講者が事前にPC等により閲覧したりダウン
ロードしたりして資料を参照した上で同授
業に臨ませるため，著作物を送信する

動画配信サイトなどで公開
されている教材動画を，そ
のサイトにアクセスして，
教室内のプロジェクタなど
で投影して視聴させる

教材として教育現場に提供する
（流通させる）ことを目的とした
著作物を教育機関で複製する

1本購入した電子媒体としてのプロ
グラムの著作物を，PC教室に設置
されている端末装置の台数分複製
してインストールする

入試終了後に，出題内容（著作物が用いられ
たもの）を学校のホームページに掲載する

学校ホームページで校歌が再生演奏されるよ
う音楽データを貼り付ける

文化祭・学園祭で音楽や劇が演奏・上演
されている様子を，広く誰もが視聴でき
るようにライブで動画配信する

保護者や地域社会に向けた学校
だより等の広報紙に著作物を掲
載する

動画配信サイトなどで公開され
ている動画を，教員の教科教育
研究会で会場のスクリーンに投
影する
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https://sartras.or.jp/

「改正著作権法第35条運用指針（令和3年度版）」
「授業目的公衆送信補償金規程」

https://sartras.or.jp/
https://sartras.or.jp/
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授業担当者の主観だけでその
必要性を判断するのではなく，
授業の内容や進め方等との関
係においてその著作物を複製
することの必要性を客観的に
説明できる必要があります。

学校等の教育機関で複製や公
衆送信が行われることによっ
て，現実に市販物の売れ行き
が低下したり，将来における
著作物等の潜在的販路を阻害
したりすることのないよう，
十分留意する必要があるから
です。
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公益社団法人著作権情報センター
https://www.cric.or.jp/
トップ ＞ 著作権パンフレット

https://www.cric.or.jp/publication/pamphlet/doc/cs01-202103.pdf
https://www.cric.or.jp/publication/pamphlet/doc/cs01-202103.pdf
https://www.cric.or.jp/publication/pamphlet/doc/cs01-202103.pdf
https://www.cric.or.jp/
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